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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】 

 

１．概要 

◯ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）及び建設労働者の雇用の改善等に関

する法律（昭和 51年法律第 33号）に基づく各種助成金等について、令和８年

度分に係る制度の見直し、新設等を行うもの。対象となるのは以下の助成金等

であり、内容の詳細は別紙のとおり。 

 

Ⅰ．雇用保険法施行規則（昭和 50年労働省令第３号）の一部改正関係 

１． 産業雇用安定助成金 

２． 早期再就職支援等助成金 

３． 65歳超雇用推進助成金 

４． 特定求職者雇用開発助成金 

５． 地域雇用開発助成金 

６． 両立支援等助成金 

７.  人材確保等支援助成金 

８.  キャリアアップ助成金 

９.  人材開発支援助成金 

10． 地域活性化雇用創造プロジェクト 

 

Ⅱ．建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則（昭和 51年労働省令第

29号）の一部改正関係  

１． 人材確保等支援助成金 

２． 人材開発支援助成金 

 

◯ その他、上記の制度の見直し、新設等に伴う所要の規定の整備を行う。 

 

２．根拠条項 

◯ 雇用保険法第 62条第１項及び第２項並びに第 63条第１項及び第２項 

◯ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第９条及び第 47条 

 

３．施行期日等 

公布日  令和８年３月下旬（予定） 

施行期日 令和８年４月１日（別紙Ⅰ.４（１）については、令和８年５月１

日）（予定）  
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Ⅰ．雇用保険法施行規則の一部改正関係 

 

１．産業雇用安定助成金 

○ スキルアップ支援コースの見直し 

  現行は出向元事業主に対してのみ助成金を支給しているところ、在籍型出向を活用し

た労働者のスキルアップを促進するため、出向先事業主に対しても助成金を支給する。 

加えて、出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情に係る賃金上昇確

認期間（６か月間）の例外規定の設定等を行う。（雇用保険法施行規則（以下「雇保則」

という。）第 102条の３の３） 

 

【現行制度の概要】 

労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、出向復帰後の賃金を出向前

と比較して５％以上上昇させ、その状態を６か月間継続した出向元事業主に対し、当該

事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する。 

 

 中小企業 中小企業以外 

助成率 ２／３ １／２ 

助成額 

出向元事業主 以下（１）（２）のうちいずれか低い額に助

成率をかけた額 

（１）出向労働者の出向期間の賃金のうち出向元事業主が負担

した額 

（２）出向労働者の出向前の賃金の１／２の額 

上限額 8,870円（※）／１人１日当たり 

（１事業主当たり 1,000万円） 

支給対象期間 １か月～１年間 

※ 雇用保険の基本手当日額の最高額（令和７年８月１日時点） 

 

【見直しの内容】 

・ 在籍型出向により労働者を受け入れた出向先事業主を助成金の支給対象に追加し、当

該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する。 

・ 出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情により、出向から復帰後の

６か月の全ての月において賃金が支払われない場合の例外措置を規定する（具体的な内

容は別途職業安定局長が定める。）。 

・ 出向元事業主及び出向先事業主が同一の出向労働者の出向期間の賃金に関し出向契約

に基づいて負担した額について、次の表のとおり支給するものとする。 

 

別紙 
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 中小企業 中小企業以外 

助成率 ２／３ １／２ 

助成額 イ 出向元事業主 出向労働者の出向期間の賃金のうち出向元事

業主が負担した額に助成率をかけた額 

ロ 出向先事業主 出向労働者の出向期間の賃金のうち出向先事

業主が負担した額に助成率をかけた額 

上限額 8,870円（※）／１人１日当たり 

（１事業主当たり 1,000万円） 

支給対象期間 １か月～１年間 

※ 雇用保険の基本手当日額の最高額（令和７年８月１日時点） 

 

 

２．早期再就職支援等助成金 

（１）中途採用拡大コースの見直し 

 賃金上昇を伴う中途採用の拡大を促進するため、以下の改正を行う。（雇保則第 102条の

５第８項） 

【見直しの内容】 

・ 中途採用者の採用人数要件及び中途採用率の要件を緩和する。 

・ 中途採用者の賃上げ（５％以上の上昇）を必須要件とする。 

・ 助成額について、１事業所当たりの定額から、雇い入れた中途採用者１人当たりの支給

に見直す（１事業所当たりの上限は 20人）。 

・ 成長要件（生産性等の向上、企業全体の平均賃金の上昇等）を満たす事業主に対し、10

万円を加算する。 

・ 45歳以上の者を中途採用する場合の優遇措置（Ｂコース）を廃止する。 

 

支給要件 

現行制度の内容 見直しの内容 

Ａコース（中途採

用率の拡大） 

Ｂコース（45歳以

上の中途採用率の拡

大） 

  

中途採用者

数（※１） 
２名以上 １名以上 

中途採用率 
20ポイント以上

（※２）上昇 

20ポイント以上上

昇 

かつ 

45歳以上の中途採

用者に限定した中途

５ポイント以上（※３）上

昇 

又は 

計画期間中の中途採用率が

50％以上 
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採用率 10ポイント

以上上昇 

賃金上昇要

件 
なし 

45歳以上の中途採

用者全員について、

雇入れ時の賃金を雇

入れ前と比較して

５％以上上昇 

中途採用者全員について、

雇入れ時の賃金を雇入れ前

と比較して５％以上上昇

（※４） 

助成額 
50万円（１事業所

当たり） 

100万円（１事業所

当たり） 
20万円（１人当たり） 

加算要件 なし なし 

以下のいずれかを満たす場

合（※５） 

①生産性等の向上 

②企業全体の平均賃金の上

昇等 

加算額 なし なし 10万円（１人当たり） 

※１ 無期フルタイム雇用で採用した者のうち、中途採用で採用する者。 

※２ 過去３年間の中途採用率との比較。 

※３ 計画期間に応じて過去１年間又は過去６か月間の中途採用率との比較（なお、当該比較対象期間と

中等採用率の目標ポイントについては、別途職業安定局長が定める。）。 

※４、５ この内容は、別途職業安定局長が定める。 

 

 

（２）早期再就職支援等助成金（UIJターンコース助成金）の廃止 

○ 早期再就職支援等助成金（UIJターンコース）については、支給要件の見直しを行っ

たが、利用実績が少ないことから、令和７年度限りで廃止する。（雇保則第 102条の５

第１項及び第９項） 

 

【現行制度の概要】 

内閣府の地方創生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援制度を利用

した UIJターン者を採用した中小企業等に対し、その採用活動に要した経費の一部を助

成する。 
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３．65歳超雇用推進助成金 

 65歳超雇用推進助成金について、以下（１）～（３）の改正を行う。 

 

（１）65歳超継続雇用促進コースの見直し 

○ 65 歳超継続雇用促進コースについて、以下のとおり支給対象事業主の要件の見直し及

び助成額の変更を行う。（雇保則第 104条第１号イ及び第２号イ） 

【現行制度の概要】 

65歳超継続雇用促進コースの助成額については、事業主が実施した措置及び当該措置

の対象となる 60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、10万円～160万円を支給して

いる。 

ただし、「他社による継続雇用制度」を導入した場合については、措置の実施に要し

た費用の２分の１に相当する額を支給するなど、定率の助成を実施している。 

また、既に助成金の支給を受けた事業主については、再度の支給はできない取り扱い

としている。 

 

【見直しの内容】 

・ 事業主が定年引上げ、継続雇用制度の導入などの高年齢者の雇用の推進に当たり、段階

的に措置を講じた場合にも助成を受けられるよう、１事業主当たり１回限りの支給とし

ていた取り扱いを廃止する。 

・ 助成額について、66 歳以上の年齢への定年引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃

止の措置を実施した場合の事業主の助成額を 15 万円～240 万円に変更する。また、継続

雇用制度の導入については、希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を増額

して支給することとする。 

・ 「他社による継続雇用制度」の導入について、定率の助成から定額の助成に変更し、16

万円～105万円を支給することとする。 

 

 

（２）高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの見直し 

○ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースについて、以下のとおり助成額を変更する。

（雇保則第 104条第２号ロ） 

【現行制度の概要】 

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの助成額については、高年齢者の雇用管理制

度の整備を実施した事業主に対して、制度の導入に要した費用の 45％（中小企業事業主

にあっては 60％）、上限額 30万円を支給している。 

 

【見直しの内容】 
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・ 助成額について、事業主が実施した整備内容に応じて、以下のとおり変更する。 

ⅰ 能力評価制度及び賃金体系の整備 

：45万円（中小企業事業主にあっては、60万円） 

ⅱ 能力評価制度及び賃金体系以外の整備 

：23万円（中小企業事業主にあっては、30万円） 

ⅲ 上記整備に当たり、雇用管理制度の見直し・導入や、健康診断を実施するための制度

の導入に伴い機器等を導入した場合 

：導入に要した費用の 45％（中小企業事業主にあっては 60％）、上限額 30万円 

 

 

（３）高年齢者無期雇用転換コースの見直し 

○ 高年齢者無期雇用転換コースについて、以下のとおり助成額を変更する。（雇保則第 104

条第２号ハ） 

【現行制度の概要】 

高年齢者無期雇用転換コースについては、期間の定めのない労働契約を締結する労働

者へ転換した有期契約労働者１人につき 23万円（中小企業事業主にあっては、30万

円）を事業主に対して支給している。 

 

【見直しの内容】 

・ 助成額を、対象となる有期契約労働者 1人につき 30万円（中小企業事業主にあっては、

40万円）に変更する。 

 

 

４．特定求職者雇用開発助成金 

（１）特定就職困難者コース助成金の見直し 

○ 昨今の企業における定年延長の動きや高齢者の就業率を踏まえ、特定就職困難者コー

ス助成金の対象となる高年齢者の要件の見直しを行う。（雇保則第 110条第２項） 

【現行制度の概要】 

 60 歳以上の者や障害者などの就職が特に困難な者を、公共職業安定所や民間の職業紹

介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助

成を行う。 

 

【見直しの内容】 

・ 助成金の対象となる 60 歳以上の者について、公共職業安定所等の紹介の日において、

公共職業安定所等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるもの（※担当

者制の職業相談等の個別支援を定める予定）を受けているものを要件とすることとする。 
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（２）成長分野等人材確保・育成コース助成金の廃止 

○ 成長分野等人材確保・育成コース助成金は、「人への投資」を加速化するため、就職困

難者の成長分野（デジタル、グリーン）への労働移動や人材育成を促進することを目的と

して創設した助成金であるところ、実績が低調であることから、令和７年度限りで廃止す

る。（雇保則附則第 15条の５） 

 

【現行制度の概要】 

 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用

開発コース、中高年層安定雇用支援コース、生活保護受給者等雇用開発コース）の対象と

なる就職困難者を、就労経験のない職種で雇い入れ、継続して雇用する事業主（以下①、

②のいずれかに該当するものに限る。）に対して高額助成を行う。 

①雇い入れた者を成長分野（デジタル、グリーン）の業務に従事させ、雇用管理改善や能

力開発を実施した事業主 

②雇い入れた者に対して人材育成（人材開発支援助成金を活用した訓練の実施）を行い、

当該人材育成と関連した業務に従事させるとともに、雇い入れ日から３年以内に５％

以上の賃金引上げを実施した事業主 

 

 

５．地域雇用開発助成金 

（１）地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース奨励金）の見直し 

○ 地域雇用開発コース奨励金の地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主に対

する特例について、対象要件の見直しを行う。（雇保則第 112条第２項第２号） 

【現行制度の概要】 

地域活性化雇用創造プロジェクトが実施される区域内に事業所を設置又は整備の上、

当該区域内に居住する求職者を正規雇用労働者として３人以上（創業の場合は２人）雇

い入れた事業主に助成する。 

 

【見直しの内容】  

 助成対象となる雇い入れ要件を正規雇用労働者に限定していたところ、雇い入れた者の

中に正規雇用労働者が少なくとも１人以上いる場合は、正規雇用労働者以外として雇い入

れた労働者も助成対象に含めることとする。 

 

（２）地域雇用開発コース奨励金の暫定措置の廃止 
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 地域雇用開発コース奨励金の暫定措置については、能登半島地震による被災地域の雇用

機会の確保を図るために、令和７年９月末までの時限措置として創設し、その後、措置期

限を令和７年度末まで延長したところ、現在の被災地域の状況等を踏まえ、令和７年度限

りで廃止する。（雇保則附則第 15条の７） 

【現行制度の概要】 

能登半島地震による被災地域の雇用機会の確保を図るため、本地震の発生後に、石川

県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町において、

雇用保険の適用事業所を設置・整備し、当該地域に居住する求職者を一定の条件で雇い

入れた事業主に対して助成する。 

（措置期限）令和８年３月 31日まで 

 

 

６．両立支援等助成金 

（１）出生時両立支援コース助成金の見直し 

〇 出生時両立支援コース助成金について、以下のとおり対象事業主の範囲を拡大する。

（雇保則第 116条第３項から第５項まで） 

【現行制度の概要】 

（対象事業主） 

中小企業事業主（範囲は次の表のとおり。以下同じ。） 

  資本金の額又は出資の総額   常時雇用する労働者の数 

小売業（飲食店

を含む。） 
5,000万円以下 

又

は 

50人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 

その他の業種 ３億円以下 300人以下 

 

（助成金の種類） 

① 男性の育児休業取得（第１種） 

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置（育児休業、介護休業等育 

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号。以下「育児・

介護休業法」という。）に係るものに限る。以下同じ。）を２つ以上（育児・介護休業法

第９条の３第４項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる

期間を定めた事業主（以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業

主」という。）は、３つ以上）実施するとともに、代替する労働者の残業抑制のための

業務見直しなどが含まれた労働協約等の規定に基づく業務体制整備等を行い、男性労
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働者について、子の出生後８週間以内に開始する連続５日以上の育児休業を取得させ

た中小企業事業主に助成金を支給する。 

 

② 男性育休取得率の上昇等（第２種） 

①に記載する雇用環境の整備措置や業務体制整備等を行った上で、育児休業を取得

している男性労働者の割合が以下のいずれかの場合に支給する。 

・ 男性労働者の育児休業取得率が申請前事業年度から 30％以上上昇し、50％以上と

なっている場合 

・ 申請前事業年度の直前の事業年度において、配偶者が出産した男性労働者が５人

未満であり、当該年度における男性労働者の育児休業取得率が 70％以上の場合で、

申請前事業年度の直前の２事業年度連続で 70％以上である場合 

 

（支給額） 

 支給額 

男性の育児休業取得

（※１） 

１人目：20万円（※２） 

（加算）雇用環境整備措置を４つ以上実施した場合、30 万円 

 

２人目・３人目：10万円（※２） 

男性育休取得率の上

昇等（※１） 

60万円 

（加算）申請時にプラチナくるみん認定事業主であれば 15万円加算 

育児休業等に関する情報公表加算：２万円 

※第１種（１～３人目のいずれか）又は第２種のいずれか１回限り加算 

※１ 同一事業主について、第１種・第２種とも、それぞれ１回限りの支給 

※２ 育児休業をした労働者１人当たりの額 

 

【見直しの内容】 

〇 「男性育休取得率の上昇等」に係る助成金の支給対象となる事業主の労働者数要件につ

いて、業種にかかわらず常時雇用する労働者が 300人以下の事業主に変更するとともに、

男性育休取得率の算定に当たり、事実婚状態にある男性労働者の育児休業も含まれるこ

とを明記する。 

 

（２）介護離職防止支援コース助成金の見直し 

〇 介護離職防止支援コース助成金について、以下のように制度の内容を見直す。（雇保則

第 116条第６項から第８項（新設）まで） 

【現行制度の概要】 

（対象事業主） 
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中小企業事業主 

 

（助成金の種類） 

① 介護休業 

次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給。 

・ 介護支援プラン（※）を策定し、同プランに基づき対象被保険者が連続５日以上

の介護休業を取得したこと等の要件を満たすこと。 

※ 労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作

成する実施計画 

・ 上記の休業取得後、対象被保険者を同プランに沿って原職等に復職させ、３か月

以上継続雇用したこと。 

 

② 介護両立支援制度 

・ 以下に掲げる制度（介護両立支援制度）のうちいずれかについて、介護支援プラン

に沿って雇用環境・均等局長が定める要件（合計 20日以上の利用等）を満たした中

小企業事業主に支給。 

＜制度メニュー一覧＞ 

①所定外労働の制限制度  ②深夜業の制限制度  ③短時間勤務制度 

④フレックスタイム制度  ⑤時差出勤制度 

⑥介護サービス費用補助制度 

⑦在宅勤務制度  ⑧法を上回る介護休暇制度（有給で取得可） 

 

③ 業務代替支援 

・ 介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員への新規雇用（派遣

を含む。）又は業務を代替する他の労働者への手当支給等を行った中小企業事業主に

支給。 

 

（支給額）※休業取得／制度利用者１人当たり 

① 
介護休業 

（※１） 

40万円 

（介護休業取得期間が連続 15日以上の場合は 60万円） 

② 
介護両立支援制度 

（※２、３） 

制度を１つ導入し、被保険者

が当該制度を利用 

20万円 

（制度利用日数が 60日以

上の場合は 30万円） 

制度を２つ以上導入し、被保

険者がいずれか１つ以上の制

度を利用 

25万円 

（制度利用日数が 60日以

上の場合は 40万円） 
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③ 
業務代替支援 

（※４、５） 

新規雇用 

（派遣の受入れを含む。） 

20万円 

（介護休業取得期間が連続 15

日以上の場合は 30万円） 

手当支給等  

介護休業 

５万円 

（介護休業取得期間が連続 15

日以上の場合は 10万円） 

介護短時間勤務 ３万円 

  注 同一事業主について、①②③でそれぞれ５回までの支給。 

※１ 同一の被保険者の同一の対象家族に係る介護休業の取得について、１回限りの支給。   

※２ 同一の被保険者の同一の両立支援制度の利用について、１回限りの支給。また、同一の被保

険者が同一の対象家族について異なる介護両立支援制度を利用した場合は、２回までの支給。 

※３ 介護両立支援制度の利用終了後、一定期間（支給要領で１か月以上と規定）継続雇用すると

いう要件あり。 

※４ 同一の被保険者の同一の対象家族について、「手当支給等（介護休業）」又は「新規雇用」及

び「手当支給等（介護短時間勤務）」のそれぞれ１回限りの支給。 

※５ 介護短時間勤務の利用日数が合計 15 日以上の場合に限る。 

 

（加算要件） 

○ 介護休業等の利用申出を円滑にするための雇用環境整備の措置（※）を全て講じた中

小企業事業主に、10万円を加算して支給する。 

※ ①介護休業等に係る研修の実施、②介護休業等に関する相談体制の整備、③介護休

業等の取得又は利用に関する事例の収集及び当該事例の提供、④介護休業等に関す

る制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知。 

 

【見直しの内容】 

〇 介護両立支援制度のうち「①所定外労働の制限制度」及び「②深夜業の制限制度」につ

いては、育児・介護休業法において既にすべての事業主に対して義務付けられているもの

であるため、両制度を制度メニューから削除する。 

〇 これまで介護両立支援制度の制度メニューの１つとして掲げていた介護休暇制度の有

給化について、助成金の独立した類型とし、有給の介護休暇制度を導入した上で制度を利

用した被保険者が生じたこと等の要件を満たす中小企業事業主に対し、１回に限り 30万

円（一事業年度において介護休暇を年 10日以上付与する制度として導入した場合、50万

円）を支給する。 
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〇 介護休業及び介護両立支援制度について、休業取得者及び制度利用者が有期雇用労働

者の場合、10万円を加算することとする。 

 

（３）育休中等業務代替支援コース助成金の見直し 

〇 育休中等業務代替支援コース助成金について、以下のように制度の内容を見直す。（雇

保則第 116条第 11項から第 13項まで） 

【現行制度の概要】 

（主な要件） 

○ 対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、

育児休業期間中・育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する他の労働者への手

当支給等を行うこと。または、対象労働者が育児休業を取得する場合において、育児休

業期間中に代替要員の新規雇用（派遣の受入れを含む。）を行うこと。 

 

（対象事業主） 

・ 育児休業に伴う手当支給等：労働者の数が 300人以下の事業主 

・ 短時間勤務制度利用に伴う手当支給等：労働者の数が 300人以下の事業主 

・ 育児休業に伴う新規雇用（派遣の受入れを含む。）：中小企業事業主 

 

（支給額）※休業取得／制度利用者１人当たり 

① 手当支給等 

＜育児休業＞ 

・業務体制整備経費：６万円（育児休業が１か月未満の場

合は２万円） 

※ 雇用環境・均等局長の定める要件（注１）に該当する場合は 20

万円 

・業務代替手当：支給額の３／４［４／５］ 

※手当の対象人数によらず上限月 10 万円、12 か月まで 

※[]内はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増 

＜育児短時間勤務＞ 

・業務体制整備経費：３万円 

※ 雇用環境・均等局長の定める要件（注１）に該当する場合は 20

万円 

・業務代替手当：業務代替者に支給した手当総額の３／４ 

※ 手当の対象人数によらず上限月３万円、子が３歳になるまで 

※ １か月以上の短時間勤務から対象 
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② 

新規雇用 

（派遣の受入れ

を含む。） 

＜育児休業＞ 

・代替期間に応じ以下の額を支給 

※［］内はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増 

７日以上 14日未満   ９万円［11万円］ 

14日以上１か月未満  13.5万円［16.5万円］ 

１か月以上３か月未満 27万円［33万円］ 

３か月以上６か月未満 45万円［55万円］ 

６か月以上         67.5万円［82.5万円］ 

（加算措置） 

有期雇用労働者加算 

育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労

働者の場合 10万円加算 

※ 有期雇用労働者加算については代替期間１か月以上の場合にのみ

支給 

（加算措置） 

育児休業等に関する 

情報公表加算 

自社の育児休業等取得状況に関する情報の公表を行った場

合 ２万円加算※１回限り 

注１ 雇用環境・均等局長の定める要件は、業務体制整備のために社会保険労務士等による労務コン

サルティングを行い、就業規則の整備等を社会保険労務士等に委託すること 

※ 初回の支給から５年以内が対象 

※ ①と②の合計で１年度 10人まで 

※ 育児休業取得者１人につき、手当支給等と新規雇用のいずれかのみ支給 

※ 同一労働者の同一の子について、手当支給等は育児休業・育児短時間勤務のそれぞれ１回まで支

給 

※ 育休１か月以上の場合、育休取得者に原職復帰後３か月以上の継続雇用の要件あり 

 

【見直しの内容】 

〇 「育児休業中の手当支給」及び「育児短時間勤務中の手当支給」の支給対象となる事業

主の労働者数要件（常時雇用する労働者の数が 300 人以下であること）を撤廃する。ま

た、「育児休業中の代替要員の新規雇用（派遣の受入れを含む。）」の支給対象となる事業

主の労働者数要件（中小企業事業主であること）について、要件を緩和し、業種にかかわ

らず常時雇用する労働者が 300人以下の事業主であることとする。 

〇 対象労働者の育児休業期間中に他の労働者が業務を代替した場合において支給する業

務代替手当について、助成金の算定対象となる手当支給期間の上限を２年間に延長する。 

〇 新規雇用（派遣の受入れを含む。）において、業務を代替した期間に「１年以上」の区

分を設け、当該区分に当てはまる事業主には 81万円（プラチナくるみん認定事業主には

99万円）を支給する。 
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（４）柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の見直し 

○ 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金について、以下のように見直す。（雇保則第

116条第 14項から第 16項（新設）まで） 

【現行制度の概要】 

○ 柔軟な働き方選択制度等の導入 

 ３歳から小学校就学前までの子を有する労働者において柔軟な働き方を可能とする

以下に掲げる制度（以下「柔軟な働き方選択制度等」という。）を３つ以上導入した上

で、育児に係る柔軟な働き方支援計画を策定し、対象被保険者（※）に柔軟な働き方選

択制度等を雇用環境・均等局長が定める要件以上利用（合計 20日以上の利用等）させ

た中小企業事業主に支給する。 

＜柔軟な働き方選択制度等のメニュー＞ 

①始業時刻等の変更  ②在宅勤務等措置  ③所定労働時間の短縮措置 

④小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助   

⑤被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするた

めの有給の休暇の付与 

（※）①②④⑤の利用実績については３歳未満の子を養育する被保険者も対象とする。 

 

〇 子の看護等休暇制度（有給）の導入 

 対象となる中小企業事業主が、子の看護等休暇であって有給休暇である制度を導入

した中小企業事業主に支給する。 

 

（支給額） 

事業主が柔軟な働き方選択制度等を３つ導入し、被保険者がいずれか１つ

以上の制度を利用（※１、２） 

20万円 

事業主が柔軟な働き方選択制度等を４つ以上導入し、被保険者がいずれか

１つ以上の制度を利用（※１、２） 

25万円 

子の看護等休暇制度の有給化（※３） 30万円 

（加算措置）育児休業等に関する情報公表加算 

自社の育児休業等取得状況に関する情報の公表を行った場合 ２万円加算 

（１事業主当たり１回までの支給に限る。） 

※１ 同一事業主について、５回までの支給。 

※２ 同一の被保険者の同一の子に係る同一の制度の利用について、１回限りの支給。 

※３ 同一事業主について、制度導入時１回限りの支給。 

 

【見直しの内容】 
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〇 障害のある子又は医療的ケア児を養育する対象被保険者について、柔軟な働き方選択

制度等又は子の看護等休暇制度（有給）を利用することができる期間を子が 18歳になる

年度末等まで引き上げた場合、支給額を 20万円加算することとする。 

〇 子の看護等休暇制度の有給化について、支給の要件として、当該制度を導入した上で、

実際に制度を利用した被保険者が生じたこと等を求めることとする。 

 

 

７．人材確保等支援助成金 

○ 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース助成金の見直し 

賃上げは職場定着・離職防止に効果のある取組であることから、より高い賃上げにより事

業主の雇用管理改善が促進されるよう、雇用環境整備に係る新たな加算要件を設ける見直

しを行う。（雇保則第 118条第２項第２号） 

 

【現行制度の概要】 

 事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、雇用管理制度や

従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等（以下「雇用管理改善機器等」とい

う。）を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に支給する。 

 

助成対象 助成額・助成率 

（※２） 

上限額（※３） 

 

 

Ａ 雇用管理制度の整

備（※１） 

a）賃金規定制度 
40万円 

（50万円） 

 

80万円 

（100万円） 

 

b) 諸手当等制度 

c) 人事評価制度 

d) 職場活性化制度 20万円 

（25万円） e) 健康づくり制度 

Ｂ 雇用管理改善機器等の導入   

導入に要した費用

の１／２（625／

1000） 

150万円 

（187.5万円） 

※１ a～e の制度のいずれか１つ以上の制度を整備した場合に、整備した制度に対応する助成額（２

以上の措置を講じた場合はその合計額）を支給する。 

※２ 括弧内の助成額・助成率は、雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上

（５％以上）増額した場合のもの 

※３ 上限額は、複数の雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入を行った際の助成上限

（括弧内は雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上（５％以上）増額した場合

の上限） 
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【見直しの内容】 

 雇用管理改善機器等の導入に係る助成については、職業安定局長が定めるところにより、

雇用する労働者に係る賃金を５％以上増額した場合にその導入に要した経費の１／８に相

当する額を加算した額を支給することとしているところ、賃金を７％以上増額した場合に

は、当該経費の１／４に相当する額を加算した額を支給することとする（あわせて、賃金を

７％以上増額した場合における助成額の上限額も定める。） 

 

※ その他、雇用管理に困難を抱える事業主については、助成額の加算又は助成率の引上げに係る要件を

緩和し、雇用する労働者に係る賃金を３％以上増額した場合に助成額の加算又は助成率の引上げの対象

とする見直しも行う（この内容は、別途職業安定局長が定める）。 

 

助成対象 助成額・助成率 上限額（※６） 

 

 

Ａ 雇用管理制度の整

備（※４） 

a）賃金規定制度 
40万円 

（50万円）（※５） 

 

80万円 

（100万円） 

（※５） 

b) 諸手当等制度 

c) 人事評価制度 

d) 職場活性化制度 20万円 

（25万円）（※５） e) 健康づくり制度 

Ｂ 雇用管理改善機器等の導入  

導入に要した費用

の１／２ 

（625／1000 又は

750／1000）（※７） 

150万円 

（187.5万円又は

225万円）（※８） 

※４ a～e の制度のいずれか１つ以上の制度を整備した場合に、整備した制度に対応する助成額（２以

上の措置を講じた場合はその合計額）を支給する。 

※５ 括弧内の助成額・助成率は、雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上（５％以

上（雇用管理に困難を抱える事業主は３％以上））増額した場合のもの 

※６ 上限額は、複数の雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入を行った際の助成上限 

※７ 雇用する労働者に係る賃金を５％以上（雇用管理に困難を抱える事業主は３％以上）増額した場合

は助成率を 625／1000 とし、７％以上増額した場合は 750／1000 とする。 

※８ 助成率を 625／1000 とした場合の上限額は 187.5 万円とし、750／1000 とした場合の上限額は 225

万円とする。 

 

 

８．キャリアアップ助成金 

（１）正社員化コース助成金の見直し 

○ 本コースは、有期契約労働者等の正社員への転換等の措置を講じた事業主に対して助

成するもの。（雇保則第 118条の２第２項） 
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○ また、本コースにおいては、多様な正社員（勤務地限定正社員、職務限定正社員又は

短時間正社員をいう。以下同じ。）への転換制度の導入等の特定の要件を満たした事業

主に対して、加算措置を講じているところである。（雇保則第 118条の２第４項及び第

５項） 

○ 今般、非正規雇用労働者の処遇改善に向けた企業の自主的な情報公表の取組を促進す

る観点から、加算措置を新設することとする。 

 

【現行制度の概要】 

＜支給額＞ 

 
通算雇用期間が５年以下で

ある有期契約労働者 

無期契約労働者及び通算雇

用期間が５年を超える有期

契約労働者 

中小企業事業主 80万円（40万円） 40万円（20万円） 

中小企業事業主以外 60万円（30万円） 30万円（15万円） 

※ 上記金額は、重点支援対象者の場合の支給額。それ以外の者は（ ）内の金額を支給。 

※ 重点支援対象者は以下のいずかに該当する者をいう。 

 ・ 有期契約労働者について通算雇用期間が３年以上５年以下の者 

 ・ 有期契約労働者について通算雇用期間が３年未満であって、雇保則第 110 条第９項第１号イ⑵

及び⑶のいずれにも該当する者 

 ・ 派遣労働者、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父又は人材開発支援助成金の訓練修了者（有

期契約労働者か無期契約労働者かは問わない。なお、人材開発支援助成金の訓練修了者について

は、令和９年３月 31 日まで重点支援対象者とする。） 

※ １年度１事業所当たりの支給申請上限人数 20 名。 

 

＜加算額＞（１人当たりの加算額） 

措置内容 加算額 

①正社員転換制度等を新たに導入し、当該雇用区

分に転換等した場合（１事業所当たり１回のみ） 

20万円 

（中小企業事業主以外 15万円） 

②多様な正社員制度を新たに導入し、当該雇用区

分に転換等した場合（１事業所当たり１回のみ） 

40万円 

（中小企業事業主以外 30万円） 
 

 

【見直しの内容】 

○ 正社員転換制度等の概要、正社員転換等をした有期契約労働者等の数等の情報公表を

行った事業主に対して、１事業所当たり１回に限り 20万円（中小企業事業主以外は 15

万円）を加算して支給する。 

 

正社員化前雇用形態 

企業規模 
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＜加算措置③の新設＞（１人当たりの加算額） 

措置内容 加算額 

①正社員転換制度等を新たに導入し、当該雇用区

分に転換等した場合（１事業所当たり１回の

み） 

20万円 

（中小企業事業主以外 15万円） 

②多様な正社員制度を新たに導入し、当該雇用区

分に転換等した場合（１事業所当たり１回の

み） 

40万円 

（中小企業事業主以外 30万円） 

③有期契約労働者等の情報公表加算（１事業所当

たり１回のみ） 

20万円 

（中小企業事業主以外 15万円） 

※ ③については、以下の事項を自ら管理するウェブサイト又は厚生労働省のウェブサイトに公表した事

業主に加算。 

・ その雇用する有期契約労働者等の正社員若しくは多様な正社員への転換又は正社員若しくは多様な

正社員としての雇入れを実施するための制度の概要 

・ 当該事業主において直近の３事業年度に正社員若しくは多様な正社員に転換した又は正社員若しく

は多様な正社員として雇い入れられた有期契約労働者等の数 

・ 当該事業主において直近の３事業年度に有期契約労働者等の正社員若しくは多様な正社員への転換

又は正社員若しくは多様な正社員としての雇入れに要した平均期間及び最短の期間 

 

 

９．人材開発支援助成金 

（１）人材育成支援コースの拡充 

○ 中高年労働者の就業率が上昇している一方で、年齢が上がるにつれて職業訓練等の実

施割合が低下していることから、中高年労働者の職業訓練の機会を確保するため、45 歳

以上の労働者を対象とした訓練を助成対象に追加する。（雇保則第 125条第２項） 

【現行制度の概要】 

助成対象となる訓練は、10時間以上の OFF-JTによる人材育成訓練、新卒者等のために実施

する OJTと OFF-JTを組み合わせた認定実習併用職業訓練、又は有期契約労働者等の正社員転

換を目的として実施する OJTと OFF-JTを組み合わせた有期実習型訓練としている。 

 

対象訓練 
助成率・助成額 

（通常分）※１ 

助成率・助成額 

（賃上げに係る要件）※１，２ 

助成内容 
OFF-JT OJT OFF-JT OJT 

経費助成 賃金助成 実施助成 経費助成 賃金助成 実施助成 

人材育成訓練  正規：  正規： 1000  
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職務に関連した 

訓練を 10時間以上 

実施した場合 

45(30) 

％ 

非正規： 

70％ 

800(400)

円／時・

人 

60(45) 

％ 

非正規： 

85％ 

(500)円

／時・人 

認定実習併用 

職業訓練 

(OFF-JTと OJTの

組み合わせ訓練) 45(30)％ 
20(11)万

円／人 
60(45)％ 

25(14) 

万円／人 
新規学校卒業者等

に訓練を実施した

場合 

有期実習型訓練 

(OFF-JTと OJTの

組み合わせ訓練) 
75％ 

10(9)万

円／人 
100％ 

13(12) 

万円／人 正規雇用労働者等へ

の転換等を実施した

場合 

※１ 助成率・助成額の（ ）内は中小企業事業主以外 

※２ 訓練修了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合（５％）以上増額している場合。 

 または、資格等に応じて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる者に実際に支払い、賃金を

人材開発統括官が定める割合（３％）以上増額させている場合。 

 

【見直しの内容】 

○ 中高年齢者実習型訓練を新設し、45歳以上の労働者に実施する OJTと OFF-JTを組み合

わせた訓練を新たに助成する。 

 

対象訓練 
助成率・助成額 

（通常分）※３ 

助成率・助成額 

（賃上げに係る要件）※３，４ 

助成内容 
OFF-JT OJT OFF-JT OJT 

経費助成 賃金助成 実施助成 経費助成 賃金助成 実施助成 

中高年齢者 

実習型訓練 

(OFF-JTと OJTの

組み合わせ訓練) 

※５ 

60(45)％ 

800(400)

円／時・

人 

10(9)万

円／人 

正規： 

75(60) 

％ 

1000 

(500)円

／時・人 

13(12) 

万円／人 
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45歳以上の労働者

に訓練を実施した

場合 

※３ 助成率・助成額の（ ）内は中小企業事業主以外 

※４ 訓練修了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合（５％）以上増額している場合。 

 または、資格等に応じて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる者に実際に支払い、賃

金を人材開発統括官が定める割合（３％）以上増額させている場合。 

※５ 訓練は、以下の要件を満たしていることが必要。 

・ 相互に密接な関連のある実習と座学等とを効果的に組み合わせていること。 

・ ２か月以上実施するものであること。 

・ 総訓練時間が、６か月当たりの時間数に換算したときに 425 時間以上であること。 

・ 実習の割合が全体の１割～９割であること。 

・ 適正な能力評価を実施するものであること。 

・ 訓練指導と能力評価の担当者及び責任者が選任されていること。 

 

（２）人への投資促進コースの拡充 

○ 長期教育訓練休暇制度の導入に係る助成について、制度の利用を促進する観点から、中

小企業事業主等を対象に、有給の長期教育訓練休暇取得者に代わって業務を行った職員

に支払った職務代行手当等を助成対象に追加する。（雇保則附則第 34条第２項） 

【現行制度の概要】 

 長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助

成している。 

助成額（通常分）※１ 助成額（賃上げに係る要件）※１，２ 

制度導入・ 

実施助成 
賃金助成 

制度導入・ 

実施助成 
賃金助成 

20万円 
1000(800)円 

／時・人 
24万円 

-(1000)円 

／時・人 

※１ 助成率・助成額の（ ）内は中小企業事業主以外 

※２ 訓練修了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合（５％）以上増額している場

合。 

 または、資格等に応じて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる者に実際に支払

い、賃金を人材開発統括官が定める割合（３％）以上増額させている場合。 

 

【見直しの内容】 

○ 中小企業事業主を対象に、長期教育訓練休暇制度の導入や実施、有給の長期教育訓練

休暇分の賃金に係る助成に加え、新規雇用又は派遣受入を行った場合や、有給の長期教
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育訓練休暇取得者に代わって業務を行った職員に対して職務代行手当を支払った場合に

は、以下の表のとおり上乗せして助成する。 

助成内容 助成率・助成額 

新規雇用又は派遣受入を行った場合 

27万円（30日以上 90日未満） 

45万円（90日以上 180日未満） 

67万 5千円（180日以上） 

※有給の長期教育訓練休暇を取得した期

間に応じて助成する 

職務代行手当を支払った場合 職務代行手当の 75％ 

 

（３）事業展開等リスキリング支援コースの拡充 

○ 事業主の生産性向上や円滑な事業展開等を促進するため、中小企業事業主を対象に、訓

練修了後に導入した事業展開等に資する機器又は設備費用の一部を助成対象に追加する。

（雇保則附則第 35条第２項） 

【現行制度の概要】 

事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務に、雇用する被保険者

を従事させることに伴い、その職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるため

の訓練を行った場合に、OFF-JTによる訓練経費の 75％（中小企業事業主以外 60％）及

び１人１時間当たり 1,000円（中小企業事業主以外 500円）の賃金助成を行っている。 

 

【見直しの内容】 

 中小企業事業主を対象に、訓練修了後に事業展開等に資する機器又は設備を導入し、訓

練受講者全員の賃金を引き上げた場合（※１）に、購入費用の２分の１（※２）を助成す

る。 

 

※１ 訓練修了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合（５％）以上増額している場合。 

   または、資格等に応じて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる者に実際に支払い、賃

金を人材開発統括官が定める割合（３％）以上増額させている場合。 

※２ 上限額は訓練受講者１人当たり 15 万円を乗じた額又は 150 万円のいずれか低い額 

 

（４）事業展開等リスキリング支援コースの見直し等 

○ 事業展開等リスキリング支援コースのうち、eラーニング及び通信制による訓練につい

て、通常より高額な訓練費用の申請が増加しているなどといった課題があるため、適正な

訓練費用の支給の観点から、助成額を見直す。（雇保則附則第 35条第２項） 



22 

 

○ 人材育成支援コース及び人への投資促進コースのうち、eラーニング及び通信制による

訓練の助成額については、人材開発統括官が定めているところ、事業展開等リスキリング

支援コースと合わせて雇保則に明記する。（雇保則第 125 条第２項、雇保則附則第 34 条

第２項） 

【現行制度の概要】 

人材育成支援コース、人への投資促進コース及び事業展開等リスキリング支援コース

のうち、eラーニング及び通信制による訓練の助成額は、人材開発統括官の定めによ

り、訓練の実施時間数が 10時間以上 100時間未満の場合の上限額と同額と定めている

（上限額は下記表のとおり）。 

コース名 対象訓練 
10時間 100時間未満の上限額 

中小企業事業主 大企業 

人材育成支援コース 

人材育成訓練 15万円 ※１ 10万円 

認定実習併用職業訓練 15万円 10万円 

有期実習型訓練 ※２ 15万円 10万円 

人への投資促進コース

※３ 

自発的職業能力開発訓練 ７万円 ７万円 

高度デジタル人材訓練 30万円 20万円 

情報技術分野認定実習併

用職業訓練 

15万円 10万円 

事業展開等リスキリン

グ支援コース 

 30万円 20万円 

※１ 事業主団体等も含む。 

※２ e ラーニング及び通信制による訓練を付加的に実施する場合に限る。 

※３ 定額制訓練及び成長分野等人材訓練は除く。 

 

【見直しの内容】 

 事業展開等リスキリング支援コースのうち、eラーニング及び通信制による訓練の上限

額について、中小企業の場合は 15万円、大企業の場合は 10万円に見直す。 

 人材育成支援コース及び人への投資促進コースのうち、eラーニング及び通信制による

訓練の助成額について、雇保則に明記する。 

コース名 対象訓練 

eラーニング及び通信制による

訓練の助成額 

中小企業事業主 大企業 

人材育成支援コース 

人材育成訓練 15万円 ※１ 10万円 

認定実習併用職業訓練 15万円 10万円 

有期実習型訓練 ※２ 15万円 10万円 

自発的職業能力開発訓練 ７万円 ７万円 
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人への投資促進コース

※３ 

高度デジタル人材訓練 30万円 20万円 

情報技術分野認定実習併

用職業訓練 

15万円 10万円 

事業展開等リスキリン

グ支援コース 

 15万円 10万円 

※１ 事業主団体等も含む。 

※２ e ラーニング及び通信制による訓練を付加的に実施する場合に限る。 

※３ 定額制訓練及び成長分野等人材訓練は除く。 

 

 

10．地域活性化雇用創造プロジェクト 

（１）地域活性化雇用創造プロジェクト参加企業に係る地域雇用創造利子補給金の終了 

○ 地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業として実施していた地域雇用創造利子補

給金について、令和７年度をもって全ての利子補給金の支給が完了するため、当該事業

の根拠規定を削除する。（雇保則第 140条の２第２項） 

 

【現行制度の概要】 

都道府県の実施する地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業者に対して、厚

生労働大臣の指定を受けた金融機関が低利で融資を行う際に、事業者の金利負担を軽減

するため、当該金融機関に対し利子補給金を支給する。 

 

  



24 

 

Ⅱ．建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係 

 

１．人材確保等支援助成金 

（１） 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の拡充及び賃金助

成単価の見直し 

○ 人材確保及び技能向上を通じた定着を促すため、助成金の支給対象事業として、建設事

業主が「建設業の魅力の発信から入職・定着」まで一体的に行う取組を追加し、当該取組

により入職した者が職場に定着した場合には上乗せ助成を行う。 

また、賃金助成における単価の見直しを行う。（建設労働者の雇用の改善等に関する法

律施行規則（以下「建労則」という。）第７条の２第３項） 

 

【見直しの内容】 

建設事業主が次の表の①の魅力発信に関する事業を実施し、③の雇用管理研修を雇用

管理責任者等に受講させたうえで、①の事業に参加した者を雇用かつ入職後に②の教育

訓練に関する事業を実施し、当該労働者を職業安定局長が定める期間（６か月）以上継続

して雇用した場合、現行の助成額に加えて、定着した対象労働者１人当たり 42万円の上

乗せ助成を行う。 

また、③の事業を実施した場合の賃金助成における単価を１日当たり 9,500円（※）に

引き上げる。 

※ 雇用する全ての建設労働者の賃金を職業安定局長が定める割合（当該事業の終了後

１年以内に５％）以上増額した場合は、１日当たり 11,500円 

 

 

事業内容 

助成額（※１） 

現行 見直し後 

【現行制度の概要】 

建設事業主及び建設事業主団体等が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図る

ため、「若年者及び女性労働者に魅力ある職場づくり」につながる取組（※）を実施した

場合に助成。 

（※）取組の例としては以下のとおり。 

① 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業 

  （現場見学会、加工技術等の体験会 等） 

② 技能の向上を図るための活動等に関する事業 

  （入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会 等） 

③ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業 

  （雇用管理研修の受講 等） 等  
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① 建設事業の役割や魅力を伝え、理解

を促進するための啓発活動等に関す

る事業（現場見学会、加工技術等の体

験会 等） 

（中小建設事業主） 

支給対象費用の３／

５ 

 

（中小建設事業主以

外） 

支給対象費用の９／

20 

 

 

 

（同左） 

② 技能の向上を図るための活動等に関

する事業（入職内定者への教育訓練、

新規入職者への研修会 等） 

③ 雇用管理に関して必要な知識を習得

させる研修等の受講に関する事業

（雇用管理研修の受講 等） 

8,550円／日 

（５％以上賃上げし

た場合は 10,550 円

／日（※２）） 

9,500円／日 

（５％以上賃上げし

た場合は 11,500 円

／日（※２）） 

④ 入職前の魅力発信から入職後の育

成・定着のための活動に関する事業

（上記①～③を一体的に実施した上

で、入職者が職場に定着した場合。） 

 

（新設） 

 

（①～③の助成額へ

の上乗せ助成） 

42万円／人（定着し

た対象労働者） 

 ※１ 助成額の上限（一事業年度当たり） 

現行  ：①～③の合計 200万円 

見直し後：①～④の合計 200万円（④の上乗せ助成の上限は 126 万円） 

 ※２ 別途職業安定局長が定めるもの。 

 

 

２．人材開発支援助成金 

○ 建設労働者技能実習コース助成金の見直し 

① 賃金助成額の見直し（建労則第７条の２第６項） 

 

【見直しの内容】 

  賃金助成について、以下のとおり単価の見直しを行う。 

 現行の助成額 見直し後の助成額 

【現行制度の概要】 

若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する建

設労働者に対して、自ら技能実習を行う場合や登録教習機関等で行う技能実習を受講さ

せた場合、実施に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成。（女性労働者を対象と

して実施する場合は中小建設事業主以外も助成対象（経費助成のみ）。） 
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 賃金要件（※

１）を満たさ

なかった場

合の助成額 

賃金要件を

満たした場

合の助成額 

賃金要件を

満たさなか

った場合の

助成額 

賃金要件を

満たした場

合の助成額 

中小建設事業

主（被保険者

数 20人以下） 

CCUS登録

者（※２） 

9,405円／ 

人・日 

11,405円／ 

人・日 

10,450円／ 

人・日 

12,450円／ 

人・日 

CCUS 

登録者以外 

8,550円／ 

人・日 

10,550円／ 

人・日 

9,500円／ 

人・日 

11,500円／ 

人・日 

中小建設事業

主（被保険者

数 21人以上） 

CCUS 

登録者 

8,360円／ 

人・日 

10,110円／ 

人・日 

9,405円／ 

人・日 

11,155円／ 

人・日 

CCUS 

登録者以外 

7,600円／ 

人・日 

9,350円／ 

人・日 

8,550円／ 

人・日 

10,300円／ 

人・日 

※１ 雇用する全ての建設労働者の賃金を職業安定局長が定める割合（５％）以上増額する場合。 

 または、建設労働者の有する資格等に応じて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる建

設労働者に実際に支払い、賃金を職業安定局長が定める割合（３％）以上増額させている場合。 

※２ CCUS（建設キャリアアップシステム） 

：一般財団法人建設業振興基金が提供する、技能者の就業実績や資格等を登録し、技能の公正な評

価、工事の品質向上、現場作業の効率化等に活用するシステム。 

 

② CCUS普及促進措置の期限延長（建労則附則第２項） 

 CCUS の普及促進のために時限的に講じている賃金助成の割増措置について、期限を１

年間延長する。 

 

 

【見直しの内容】 

CCUSの普及促進のため、CCUS技能者情報登録者に係る賃金助成の割増措置について、令

和９年３月 31日まで延長する。 

【現行制度の概要】 

若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する建

設労働者に対して、自ら技能実習を行う場合や登録教習機関等で行う技能実習を受講さ

せた場合、実施に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成することとしているが、

CCUS技能者情報登録者に係る賃金助成については、令和８年３月 31日まで割増措置を実

施。 


